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ごあいさつ 

 

三芳町における認知症施策は、介護保険事業計画に基づき 取

り 組んでおり 、 令和 3 年 10 月に認知症施策を 推進するための

基幹施設と し て認知症サポート センタ ーを 開設するなど、様々

な取組を実施し てき まし た。 その一方で、高齢化は進み、 住民の方々から も 認知

症に関する 様々な声が聞かれ、 認知症施策の推進はより 重要になっ てまいり ま

し た。  

 平成 16 年 12 月に「 痴呆」 から 「 認知症」 と いう 名称に改めら れてから 20 年

が経過し 、認知症は多く の人が知る疾患と なり まし た。し かし 、 認知症に関する

正し い理解や知識の普及は十分と は言えない状況にあり ます。 令和 6 年に発表

さ れた国立長寿医療研究センタ ーによ る 研究結果では、 認知症の人の社会参加

の推進等には、「 認知症スティ グマ（ 個人や特定の集団に対する否定的なレッ テ

ル張り ）」 の克服が重要であると し 、 認知症の人と の交流や学習の経験がスティ

グマの低減に貢献すると いう 可能性が示さ れまし た。  

こ のよう なこ と から 、「 認知症の人がいき いき と 輝いて暮ら せるまち」 を 基本

理念と し た「 三芳町認知症施策推進計画」 を策定し まし た。  

こ の基本理念を はじ め、 計画策定においては、「 認知症の理解促進」 にと っ て

重要な「 認知症の人と の交流」 が進めら れるよう 、 認知症の人や家族、 地域住民

など、 様々な人と 一緒に考え、多く の話し 合いを 重ねてき まし た。 こ の計画を 推

進し ていく こ と で、認知症の人の声を地域に届け、 認知症への理解を 深め、 認知

症の人が自分ら し く 楽し く 、 安心し て暮ら せるまちづく り に向け取り 組んでま

いり ます。  

最後に、 本計画の策定にあたり 、 ご協力いただき まし た認知症の人や家族、チ

ームオレ ンジメ ンバーを はじ めと し た町民の皆さ ま、医療・ 介護関係者の皆さ ま、

アド バイ ザー等を 務めていただき まし た有識者の皆さ まにお力添えを 賜り まし

たこ と を心より 感謝申し 上げます。  

 

令和 7 年 3 月 

 

三芳町長 林 伊佐雄 
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１ 三芳町認知症施策推進計画とは 

１）三芳町の考え方（計画策定の趣旨） 

 三芳町では、「 高齢者が生き がいを も っ て、 楽し く 暮ら せるまち」 を 基本理念

と し て三芳町高齢者福祉計画・ 第９ 期介護保険事業計画を 策定し 、 高齢者の

日々の暮ら し を支えるためのまちづく り を 進めています。 高齢化が進む中で介

護を必要と する人は増えており 、 令和５ 年１ 月に実施し た在宅介護実態調査の

結果では、「 主な介護者が不安に感じ る介護」 と し て、「 認知症状への対応」 を

挙げる人がも っ と も 多い状況にあり まし た。 こ のこ と から も 住み慣れた地域で

最期まで暮ら すためには、 認知症になっ ても 安心し て生活でき る環境が必要で

す。 町では、 認知症に関する相談や認知症状への対応方法など、 認知症の人や

家族などへの支援、 地域支援の基幹施設と し て令和３ 年度に認知症サポート セ

ンタ ーを 開設し 、 認知症施策を すすめてき まし た。  

 認知症施策を進めるにあたり 、 認知症の人を 単に「 支える対象」 と し てと ら

えるのではなく 、 認知症になっ ても 一人の住民と し て、 その個性や能力を発揮

し ながら 、 地域のなかで共に支え合っ て生き るこ と が重要です。 また、 認知症

の人の家族など認知症の人に関わる人達も 含めて安心し て地域で暮ら せるよう

に、 認知症の人や家族、 介護者、 地域住民、 企業、 医療・ 介護関係者などの多

様な主体がお互いに支え合いながら 、 協力し 合える環境を作るこ と も 重要で

す。  

以上のこ と から 、 本計画では認知症の人が役割や生き がいを持つこ と がで

き 、 地域で共に支え合いながら 暮ら せるまちづく り に取り 組みます。  

 

２）計画の策定方法 

本計画は、 認知症の人は単に「 支える対象」 ではなく 、 地域で暮ら す一人の

住民と し て、 共に支え合いながら 生き るこ と 、 つまり 、 認知症になっ ても 、 で

き るこ と ・ やり たいこ と があり 、 住み慣れた地域で仲間と つながり ながら 、 役

割を果たし 、 自分ら し く 暮ら すこ と を実現するために策定し まし た。  

地域全体で認知症について考えるために、 地域に暮ら す人たちが地域の中で

「 どのよう な暮ら し がし たいか」、「 認知症になっ ても 健康的な生活ができ る三

芳町の理想的な姿と は何か」 について話し 合いを 重ねまし た。 そし て地域みん

なの思いを 確かめ、 必要な役割や取組を考えながら 計画を策定し まし た。  
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３）計画策定のスケジュール 

日程 内容 

令和５年６月～ 

７月 

チームオレンジメンバー※との話し合い開始に向けて、チームオ

レンジメンバーからの意見聴取 

令和５年８月 チームオレンジメンバーとの話し合いを開始 

「第１回チームオレンジの集い」開催 

令和５年９月 「第２回チームオレンジの集い」開催 

令和５年１０月 「第３回チームオレンジの集い」開催 

「第４回チームオレンジの集い」開催 

令和５年１１月 「第５回チームオレンジの集い」開催 

令和５年１２月 「第６回チームオレンジの集い」開催 

「第７回チームオレンジの集い」開催 

令和６年１月 「第８回チームオレンジの集い」開催 

令和６年３月 「第９回チームオレンジの集い」開催 

令和６年７月～ 

８月 

三芳町認知症施策推進計画（案）についての意見聴取 

・埼玉県オレンジ大使からの意見聴取 

・若葉サロン（認知症の人の家族が主催するサロン）からの意

見聴取 

・チームオレンジメンバーからの意見聴取 

・地域包括支援センターからの意見聴取 

・社会福祉協議会からの意見聴取 

・認知症に関する事業所連絡会（介護事業所の自主組織）から

の意見聴取 

令和６年１０月 第１回介護保険推進委員会 

令和６年１２月 第２回介護保険推進委員会 

令和６年１２月～ 

令和７年１月 

パブリック・コメントの実施 

令和７年２月 第３回介護保険推進委員会 

令和７年３月 三芳町認知症施策推進計画の完成 

 ※チームオレ ンジメ ン バーと は、 認知症サポータ ーステッ プアッ プ講座を 受講し た認知症サポータ ー

のこ と です。 認知症の人やその家族を支援するための取組を行っ ています。  
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４）計画期間 

 三芳町認知症施策推進計画の計画期間は、 国の策定する認知症施策推進基本

計画と の整合性を 図るため、 令和７ （ 2025） 年度から 令和１ １ （ 2029） 年度ま

での５ 年間を 対象と し ます。  

R５ R６ R７ R８ R９ R10 R11 … R22 

         

 

  
団塊の世代が 

75 歳以上 

団塊ジュニア世代が 

65 歳以上 

第 9 期介護保険事業計画 

三芳町認知症施策推進計画 

（本計画） 

第 10 期介護保険事業計画 
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２ みんなでつくる認知症施策推進計画（計画の考え方） 

みんなで考えた理想像やそのために必要な取組を、 計画と し てまと めまし た。 

１）みんなで考え、話し合いました 

 

 

 

 

 

こ のよう に、 認知症に関し ての悩みや心配事は人によっ て様々です。  

 

そし て多く の人から 、  

 

 

 

 

 

認知症の人や家族への支援を 考えるために、 認知症の人や家族、 介護者、 介

護事業所の職員など様々な人と 話し 合いを 行っ てき まし た。  

みんなの思いを みんなで共有し 、 認知症の人が暮ら し やすいまちはどんなま

ちかを みんなで考えまし た。  

 

  

・「 家族が認知症と 診断さ れたけど、 どう し たら いいの？」  

・「 いままでサロンに通っ ていた人が認知症になっ たみたいだけど、 どう や

っ て接し たら いいの？」  

・「 自分が認知症かどう か不安なんだけど、 どこ に相談し たら いいの」  

・「 認知症になっ ても 可能な限り 今まで通り 接し てほし い」  

・「 認知症になっ ても 自分ででき るこ と は自分でやり たい」  

・「 認知症になっ たこ と が悪いこ と と 言わないでほし い」 と いっ た内容が共通

し て聞かれまし た。  

 

令和 5年 8月に行った「第 1回チームオレンジの集い」の様子。 

多くのメンバーに集まっていただき、全 9回の話し合いが始まり

ました。 
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Step1 こんなまちだといいね 

・ チームオレ ンジメ ンバー（ 認知症の人や家族、 地域住民）、 認知症サポート

センタ ー、 地域包括支援センタ ー、 行政職員で「 認知症になっ ても 健康的な

生活ができ る三芳町の理想的な姿」 について話し 合いまし た。  

 

Step2 どうしたら実現できるだろう 

・「 認知症になっ ても 健康的な生活ができ る三芳町の理想的な姿」 を実現する

ために必要なこ と について話し 合いまし た。  

 

Step3 あちこち聞いてみよう 

・「 認知症になっ ても 健康的な生活ができ る三芳町の理想的な姿」 と 「 そのた

めに必要な役割や取組」 を 認知症の人や家族、 介護者、 医療・ 介護関係者と

共有し 、理想と する町の姿や理想と する町を 実現するためのみんなが実施す

るべき 役割になどの意見を聴き まし た。  

 

Step4 みんなで取り組みます 

・ みんなで作っ た計画を 共有し て、それぞれの役割が達成でき るよう にみんな

で取り 組みます。  

  

令和 5年 10 月に行った「第 4回チームオレンジの集い」の様子 

「認知症になっても健康的な生活ができる三芳町の理想的な姿」

をみんなで考えました。 
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２）基本理念 

「 認知症になっ ても 健康的な生活ができ る三芳町の理想的な姿」 と し て、基本

理念を 定めまし た。  

【基本理念の内容】 

「認知症」とは… 

認知症になる可能性は誰も が持っ ています。 認知症に対する不安を 感じ てい

る人だけでなく 、 健康に不安を 感じ ていない人であっ ても 、 誰も が認知症のこ

と を自分事と 考えら れるよう に、 認知症の診断や症状などのあり なし にかかわ

ら ず、 すべての人が向き 合う 必要があり ます。  

 

「いきいきと輝いて」とは… 

旅行に出かけたり 、好き なも のを 買いに行っ たり 、趣味を 続けら れるなど、 楽

し く 生活を送るこ と ができ るこ と や、地域活動や行事などで役割を 持ち、活動に

参加でき るこ と を 意味し ます。  

 

「暮らせる」とは… 

健やか※に過ごすこ と ができ 、 本人の権利が守ら れるこ と や認知症の進行予防

等の適切な医療や介護サービス等を 受けるこ と ができ る生活を意味し ます。  

また、 本人のみではなく 認知症の人の家族など本人に関わる 人も 健やかに過

ごすこ と ができ るこ と を 意味し ます。  

※健やかと は、「 病気のない状態だけでなく 、 自身の状態に応じ て生活ができ ている こ と であり 、 身体的、

精神的、 社会的に良好な状態」（ 三芳町健康づく り 推進計画より ）  

 

  

基本理念 

「認知症の人がいきいきと輝いて暮らせるまち」 
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３）目標達成図 

認知症の人がいきいきと輝いて暮らせるまちをめざして 

認知症の人だけでなく 、認知症の人にかかわるみんなが暮ら し の中で、自分の

役割を ひと つずつ、 やり と げるこ と 、 そこ から すばら し いまちが生まれます。  

町では、住民と と も に２ つの基本目標と ４ つの基本施策を 立て、行動計画と し

まし た。  

こ れから こ のよう な“ まち” を目指し て、 活動を展開し ていき ます。  

 

認知症の人がいきいきと輝いて暮らせるまち（三芳町認知症施推進計画 基本理念） 

基本目標①【予防・社会参加】 

認知症の人が自分らしく毎日楽しく暮らせるまち 

基本施策①-１ 

「認知症の人が趣味や旅行など好きなことを続けられるまち」 

にするために大事なこと 

基本施策①-２ 

「認知症の人が地域で活躍できるまち」 

にするために大事なこと 

 

基本施策②‐１ 

「誰もが認知症について気軽に話せるまち」 

にするために大事なこと 

基本施策②-２ 

「認知症の人や家族が受けられる支援の輪が広がっていくまち」 

にするために大事なこと 

基本目標②【家族支援・生活支援】 

認知症の人が不安なく暮らせるまち 
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３ 基本目標・基本施策・評価指標とめざす目標値 

基本目標では、 基本理念を 達成するために必要な「 住民の役割」、「 地域・ 企業

の役割」、「 行政の役割」 をまと めています。  

 

基本施策では、基本目標を達成するために必要な条件や環境を『「 〇〇なまち」

に大事なこ と 』 と し て具体例を 挙げてまと めています。  

 また、「 三芳町はこ んな事業で応援し ます」 と し て、「 〇〇なまち」 を 目指すた

めに行う 町の事業を まと めています。  

 

評価指標と めざす目標値では、計画の達成度を 測るための指標と し て、事業の

実施状況を 評価するアウト プッ ト 指標と 事業を 実施し た結果と し て住民にも た

ら さ れた成果を評価するアウト カ ム指標を まと めています。  

  

・「 住民の役割」 と は、 年齢や認知症の有無に関わら ず、 住民 1 人ひと り

が心がける役割です。  

 

・「 地域・ 企業の役割」 と は、 自治会や行政区などの地区組織、 サロンや

サーク ルなどの住民組織、 民間企業や介護保険事業所などの民間団体

が、 そこ に所属する人や関係する人に対し て心がける役割です。  

 

・「 行政の役割」 と は、 行政が、 住民や地域・ 企業に対し てそれぞれの役

割を果たせるよう に支援するための役割です。  
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Ⅰ 基本目標①【予防・社会参加】 

１）みんなの役割 

《住民の役割》 

・ いつまでも 趣味や活動を続けら れるよう に、 健康づく り （ フ レ イ ル予防等）

に取り 組みます。  

・ 健康に関心を持ち、 自分の生活習慣を 振り 返り 、 運動習慣、 適切な栄養摂

取、 地域の人と 交流を 持ち、 日頃より 認知症予防※に取り 組みます。  

・ 認知症になっ た時も 、 地域の人達と の交流を 継続し たり 、 趣味を 持っ たり 生

き がいや楽し みを 持ち続けます。  

・ 認知症になっ た時も 、 こ れまでに担っ てき た家庭や地域での自分の役割を続

けていき ます。  

・ 認知症の人がそれまで大切にし てき た活動や役割を 、「 認知症」 になっ ても

続けら れるよう に協力し 合います。  

 

※認知症予防と は、「 認知症になら ない」 こ と ではなく 、「 認知症になる のを 遅ら せる 」「 認知症

になっ ても 進行を 緩やかにする」 こ と 。  

  

【予防・社会参加】 

認知症の人が自分らしく毎日楽しく暮らせるまち 
 

チームオレンジメンバーによる認知症カフェの様子。 

誰でも簡単に楽しめるミニゲームや体操など、自分たちで出

来ることを行いながら、認知症カフェを開催しています。 
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《地域・企業の役割》 

・ 運動や人と の交流は認知症の予防につながるこ と を 理解し 、 周囲の人を 誘っ

て散歩を し たり 、 運動を取り 入れた地域行事などの取組を進めます。  

・「 困っ た時はお互い様」、「 支え合いは大切」 と いう 気持ちを 持ち、 声掛けや

見守り を 通し て、 認知症の人や家族に優し く 寄り 添います。  

・ 一人では外出が難し い認知症の人や、 閉じ こ も り がちな認知症の人を 地域の

行事やサーク ルなどの趣味の集いに誘っ たり 、 行事等に参加し やすいよう に

内容を工夫し たり し ます。  

・ 認知症の人の意欲と 能力に応じ 、 働き 続けら れるよう 、 職場環境を 整備し ま

す。  

・ 認知症になっ ても 同じ 仲間と し てその人が持つ経験・ 特技等でき る事をいか

し た役割が持てるよう 、 関わり ます。  

 

  

認知症の人の家族等が運営している認知症カフェ「若葉サロン」 

世間話を楽しんでリフレッシュをしたり、認知症の本人と一緒に

出掛けたりしています。 



12 
 

《行政の役割》 

・ 認知症予防に役立つ知識や情報※1 を 健診や健康教育などの機会に提供し たり 、

介護予防事業を 行います。  

・ 認知症と 診断さ れても 、 こ れまでの暮ら し を 大切にし ながら 、 自分ら し く 暮

ら し 続けるこ と ができ ると いう こ と を 、 本人や家族を 含むすべての住民が理

解でき るよう 、 認知症の人が地域で活躍し ている姿を 発信し ます。  

・ 若年性認知症等の人たちが集い、 本人同士が語り 合い、 自分達の思いを 発信

でき るよう な環境の整備を 行います。  

・ 認知症の人が活躍でき るよう 、 本人ができ るこ と や得意なこ と 等の本人の声

を聞き 、 それら が発揮でき る場や機会がも てるよう 支援し ます。  

・ 認知症と 診断さ れた後も 、 こ れまでと 変わら ない近隣と のつながり を保てる

よう 支援し ます。  

・ 認知症の人が居場所を 求めると き 、 本人の意見を 聞き 、 一緒に居場所づく り

を行います。  

・ 介護保険事業所や若年性認知症支援コ ーディ ネータ ー等と 連携し 、 認知症の

人の社会参加機会の確保を 行います。  

 
※1「 認知症になら ない」 のではなく 、「 認知症になるのを 遅ら せる」「 認知症になっ ても 進行を

緩やかにする」 と いう 認知症予防に対する 正し い知識 

※2「 若年性認知症支援コ ーディ ネータ ー」 と は、 若年性認知症の人やその家族、 支援関係専門

職、 事業者等から の医療や福祉サービ スなど 生活全般にわたる 相談や支援を 行う 専門職と

し て、 埼玉県が配置し ています。  

  

令和 6年 10 月 20 日に開催した認知症サポートフェアでは、チーム

オレンジメンバー、町内の医療・介護関係者、学生ボランティアな

どが協力して、認知症の人によるパン販売や認知症に関するパネル

展示などを行いました。 
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２）基本施策 

《基本施策①-１》 

「認知症の人が趣味や旅行など好きなことを続けられるまち」 

にするために大事なこと 
 

認知症と 診断さ れた後も 、 生き がいを 感じ て楽し く 生活し ていく ために

は、 家族や地域社会のつながり の中で、 自分の役割を 見出し たり 、 趣味を楽

し めるこ と が大切です。 家族や友人、 近所の人などから 「 一緒にカ ラ オケに

行き まし ょ う 」 や「 友人と 一緒に旅行楽し んでき てね」 など、 楽し みを続け

るこ と を 応援する人が認知症の人の身近にいるこ と はと ても 大事なこ と で

す。 認知症の人が一人でも 安心し て外出でき るよう に、 住民が互いの「 ふれ

あい」 や「 思いやり 」 の輪を 広めていく こ と も 大切です。  

し かし 、「 認知症と 診断さ れた人は周囲に迷惑をかける行動を する」 と いう

誤っ た先入観があり ます。 認知症と 診断さ れた本人が誤っ た先入観を 持っ て

いると 、 好き なこ と や役割を続けるこ と に対し て、 自信を失っ たり 、 諦めが

ちになっ たり し て、 自ら 地域と の関わり を 閉ざし てし まう こ と も あり ます。  

こ のこ と から も 、 認知症についての正し い知識の普及はと ても 大事なこ と

です。  

 

 

《三芳町はこんな事業で応援します》 

（１）認知症の人の活動を応援するための取組 

〇 チームオレンジメンバーによる活動の実施 

〇 チームオレンジコーディネーターの配置 

（２）認知症の正しい知識を広めるための取組 

〇 認知症サポーター養成講座の実施 

〇 認知症ケアパスの普及 

〇 認知症簡易チェックサイト（認知症初期スクリーニングシステム）の

利用促進 

〇 認知症の普及啓発イベントの実施 

（３）認知症予防・フレイル予防のための取組 

〇 介護予防に関する教室や講座の実施 

〇 高齢者の保健予防と介護予防の一体的な実施 
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《基本施策①-２》 

「認知症の人が地域で活躍できるまち」にするために大事なこと 
 

出来るこ と や得意なこ と は人によ っ て様々です。 認知症になっ ても 変わら ず

出来るこ と や得意なこ と 活かし たり 、認知症になっ たから こ そでき る「 経験」 や

「 思い」 を共有し たり する機会が持てるこ と はと ても 大切なこ と です。  

また、若年性認知症の人にと っ ても 高齢者の場合と 同様に、認知症になっ ても

支えら れる だけでなく 、 支える側と し て役割と 生き がいを 持っ て生活でき る 環

境を作っ ていく こ と が大切です。  

例えば、こ ども 食堂などの地域のみんなが集まる場所で、認知症の人も そう で

ない人も みんなで一緒に料理を 作っ たり 、子ども と ゲームを し たり 、歌を 歌っ た

り する。認知症の人が自分の思いや希望を 伝えながら 、地域の人たちと 一緒に活

動でき る場所があるこ と は大事なこ と です。  

 

 

《三芳町はこんな事業で応援します》 

（１）認知症の人同士が思いを共有し、発信するための取組 

〇 若年性認知症等の本人による「本人ミーティング」の実施 

〇 認知症希望大使（埼玉県オレンジ大使）の活動の支援 

（２）若年性認知症等の人が活躍できる場所を作るための取組 

〇 チームオレンジコーディネーターの配置 

〇 認知症通所介護事業所における社会参加支援の実施 

 

 

  

令和 6年 9月 17 日に三芳町在住の若年性認知症の人が

埼玉県オレンジ大使に任命されました。 

オレンジ大使として、講演活動などを行っています。 
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Ⅱ 基本目標②【家族支援・生活支援】 

１）みんなの役割 

《住民の役割》 

・ 認知症についての困り ごと が生じ た時には、 一人で抱えず、 友人や民生委員な

どの身近な人に話をし て必要な協力を 求めるよう にし ます。  

・ 地域包括支援センタ ーや認知症サポート センタ ーなどの、 認知症に関する相談

機関などに悩みや不安を早めに相談するよう にし ます。  

・ 認知症に関心を 持ち、 物忘れ等の症状が気になっ たら 、 早めに医療機関を受診

し て適切な助言や治療を 受けるよう にし ます。  

 

  

【家族支援・生活支援】 

認知症の人が不安なく暮らせるまち 

認知症サポートセンターには、チームオレンジコーディ

ネーターとして、認知症介護の経験がある介護福祉士、

社会福祉士等が配属されています。 

チームオレンジコーディネーターは認知症ケア相談や認

知症サポーター養成講座などを通じて、認知症に関する

正しい理解の普及啓発や地域の支援体制の構築などを進

めています。 
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《地域・企業の役割》 

・ 認知症の人やその家族、 介護者が困っ ている時には、 近隣や友人など身近な人

が認知症についての悩みを聞いたり 、 認知症の人の気持ちや意向を 尊重し て見

守り や手助けなどを し ていき ます。  

・ 認知症の人やその家族、 介護者がゆと り を持っ て生活を 続けら れるよう にリ フ

レッ シュ でき る場を作るよう にし ます。  

・ 認知症の人やその家族がお互いの経験などを 話し 合い、 不安の軽減や仲間づく

り ができ るよう に、 認知症の人やその家族などの当事者同士の交流ができ る場

を作るよう にし ます。  

・ 認知症の人と 身近に接する人たちが、 認知症の人の日常的な声に耳を 傾け「 本

人から の発信」 を 受け取り 、 本人の希望や希望を叶えるために必要な支援など

を、 行政・ 関係機関と 共有し ます。  

・ 企業は認知症の介護のこ と で休暇を取るこ と に理解を示し 、 協力し ます。  

・ 企業は認知症の人が利用し やすい店、 環境づく り が大切であるこ と を 理解し

て、 地域の一員と し て、 店舗だけでなく 地域全体を 対象と し た取組も 考えてい

き ます。  

 

 

 

  

デイサービスセンター「けやきの家」で実施している認知症カフェ。 

認知症の人と家族が一緒に歌を歌ったり、家族同士で話をしたりして楽

しい時間を過ごしています。 
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《行政の役割》 

・ 家族や周囲の人が困り ごと や不安など様々な負担を 抱え込んでし まわないよ

う に、 身近な人や専門職に相談でき る環境を 整備し ます。  

・ 認知症の早期発見・ 早期対応が行えるよう 、 かかり つけ医、 地域包括支援セ

ンタ ー、 認知症疾患医療センタ ー等が連携し 、 認知機能に低下のある人や認

知症の人に対し て早期発見・ 早期対応が行える体制を整えます。  

・ 生活のあら ゆる場面で、 認知症になっ てから も 地域で普通に暮ら し 続けてい

ていけるよう 認知症のバリ アフ リ ーの推進（ 認知症の人の生活上の困り ごと

の解消） を 目標と し た取組を 行います。  

・ 認知症の人や家族の支援ニーズと 認知症サポータ ー等を 中心と し た支援者を

つなぐ 仕組み（「 チームオレ ンジ」） を 構築し 、 地域一丸と なり 、 認知症の人

を支える体制を 整えます。  

・ 医療・ 介護関係者等の支援者がスムーズな連携や協働ができ るよう 、 本人主体

の認知症ケアの認識や価値観の共有ができ るよう 支援体制を 作り ます。  

 

 

 

 

  

認知症サポーター養成講座では、認知症の症状や認知症の人との接

し方などの認知症に関する正しい知識を学ぶことができます。 

認知症サポーター養成講座を修了した人は地域でのボランティア活

動などを行うための知識などを学ぶ「ステップアップ講座」を受講

することができます。 
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２）基本施策 

《基本施策②-１》 

「誰もが認知症について気軽に話せるまち」にするために大事なこと 

 

認知症の人の家族から は、 気軽に認知症に関する不安や悩みを 話せる人が隣

近所にいたり 、 介護者の仲間がいるこ と で安心でき ると いう 話を 聞き ます。  

地域の人が地域包括支援センタ ーや認知症サポート センタ ーなどの認知症の

相談機関を知っ ていて、「 こ こ に相談し てみたら ？」 と 声を かけてく れるこ

と 。 そし て、 いつでも 専門家に相談でき る環境があるこ と は認知症の人の家族

にと っ て安心につながり ます。  

また、 認知症の困り ごと を 相談し 、 介護サービスなどを 利用するこ と で、 認

知症の人にと っ ては適切な支援を受けるこ と につながり 、 家族にと っ ては自分

の時間を 持てるなどのリ フ レ ッ シュ にも なり ます。  

家族が認知症になっ た時に、 地域の人など身近にいる人が認知症の人や家族

の気持ちを理解し 、 気軽に話し 合えるこ と はと ても 大事なこ と です。  

《三芳町はこんな事業で応援します》 

（１）認知症についての心配ごとを解消するための取組 

〇 高齢者の総合相談の実施 

〇 認知症初期集中支援チームの設置 

〇 認知症ケア相談の実施 

（２）認知症の正しい知識を広めるための取組 

〇 認知症サポーター養成講座の実施 

〇 認知症ケアパスの普及 

〇 認知症簡易チェックサイト（認知症初期スクリーニングシステム）の

利用促進 

〇 認知症の普及啓発イベントの実施 

（３）認知症の人や家族、介護者を支えるための取組 

〇 はじめての認知症介護教室・介護教室の実施 

〇 介護者交流会の実施 

〇 地域包括ケア連絡会の実施 

〇 介護保険サービスの提供 

（４）認知症の人の状態に応じた適切な医療や介護を提供するための取組 

〇 認知症地域支援推進員の配置 

〇 認知症多職種協働研修の実施 

（５）認知症の人を守るための取組 

〇 権利擁護（成年後見制度・消費生活相談等）の活用支援 
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《基本施策②-２》 

「認知症の人や家族が受けられる支援の輪が広がっていくまち」 

にするために大事なこと 

 

認知症の人や家族が地域で安心し て暮ら し ていく ためには、 認知症の正し い

知識が広がっ ていく と と も に、認知症の人やその家族の気持ち、意向を 尊重し 、

さ り げない見守り や配慮ができ る地域づく り を 進めるこ と が大切です。   

認知症になっ てから も 、 移動、 買物、 金融機関や公共機関の手続き など、 生活

のあら ゆる 場面で、 普通に暮ら し ていく ための障壁を 減ら し ていく こ と も 大切

です。  

認知症の人は新し いこ と が覚えにく く なっ ていて、 機械の操作などの苦手な

こ と が出てき ます。例えば、 スーパーにパンを 買いに行っ た時に、セルフ レジの

使い方が分から ずに困っ ていると 、店員さ んが「 操作で分から ないこ と があり ま

すか？」 など、 優し く 声を かけてく れる。周り の人も レ ジが遅いこ と に対し て、

ゆと り を も っ た対応ができ る。特別なこ と を し なく ても 、一人ひと り が「 ちょ っ

と し たサポート 」 を 気軽にでき るこ と で支援の輪が広がっ ていき ます。  

 

《三芳町はこんな事業で応援します》 

（１）認知症の人や家族、介護者を支援するサポーターを養成するための取組 

〇 認知症サポーター養成講座の実施 

〇 認知症サポーターステップアップ講座の実施 

（２）認知症の人や家族、介護者を支えるための取組 

〇 チームオレンジメンバーによる活動の実施 

〇 チームオレンジコーディネーターの配置 

〇 ささえあい・みよし（生活支援体制整備推進協議体）の設置 

〇 認知症カフェの実施 

（３）認知症バリアフリー化のための取組 

〇 認知症フレンドリー企業登録制度（仮）の活用 

〇 企業型認知症サポーター養成講座の実施 

〇 企業への個別相談会の実施 
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Ⅲ 評価指標とめざす目標値 

１）評価指標の設定 

計画全体に対する評価指標を 設け達成状況を 客観的に評価し ます。 評価指標

には、 事業の実施状況を はかる指標と し て活動指標（ アウト プッ ト 指標） と 事

業による効果や達成の成果を 示す指標と し て成果指標（ アウト カ ム指標） を 設

定し まし た。  

めざす目標の評価年度は計画の最終年度である令和 11 年と し まし た。  

 

２）評価指標の考え方 

《 活動指標（ アウト プッ ト 指標）》  

事業の具体的な活動量や活動実績をはかる指標。 資源（ 人材や予算など） を

投入し て、 どのよう な活動を 行っ たのか、 どのよう なサービスを 提供し たのか

など、 実施し た活動量や事業量をはかる指標。  

（ 例） 認知症サポータ ー養成者数や認知症カ フ ェ の参加者数等 

 

《 成果指標（ アウト カ ム指標）》  

行政活動の成果を はかる指標。 活動の結果と し て、 住民にも たら さ れた便益

や実感など、 どれだけの成果（ 効果・ 効用） がも たら さ れたかを 表す指標。  

（ 例） 生活満足度、 住民意識などをはかる指標 

 

３）計画全体に対する評価指標と目標値 

本計画の基本理念の実現に向けた評価指標と し て、「 主観的幸福感（ 成果指標）」

「 活動への参加」「 地域の支援体制」 を指標と し 、 それぞれについてめざす目標

値を定めまし た。  
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《活動指標（アウトプット指標）》 

※1 三芳町健康増進課資料 

 

 

 

《成果指標（アウトカム指標）》 

指標区分 成果指標 
現状値 

（令和 5年） 

めざす目標値 

（令和 11年） 

主観的 

幸福感 
自分が幸せだと思う人の割合※1

 65.5％ 88％ 

活動への

参加 

健康づくりや趣味等のグループ活動を行

って、いきいきとした地域づくり活動に参

加したい人の割合※2 

59.4％ 65％ 

生きがいがある人の割合※2 55.9％ 65％ 

地域の 

支援体制 

認知症に関する相談窓口を知っている人

の割合※2
 

24.8％ 50％ 

チームオレンジメンバー登録人数※3
 60 人 110 人 

町内の人が困っていたら手助けをする人

の割合※1
 

64.9％ 66.5％ 

※1 三芳町意識調査（令和５年１月実施） 

※2 介護予防・日常生活圏域ニーズ調査（令和５年１月実施） 

※3 三芳町健康増進課資料 

指標区分 活動指標 
現状値 

（令和 5年） 

めざす目標値 

（令和 11 年） 

活動への

参加 

通いの場等へ参加している高齢者数※1 1,035 人/月 1,680 人/月 

認知症の人同士による「本人ミーティン

グ」の実施回数※1 
未実施 12 回/年 

地域の 

支援体制 

高齢者の総合相談件数※1 3,594 件/年 3,690 件/年 

認知症サポーター養成講座の実施回数・ 

養成人数※1 

19 回・350 人 

/年 

40 回・400 人

/年 

認知症カフェの実施回数・参加人数※1 
163 回・788 人/

年 

240 回・ 

1,200 人/年 
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三芳町  

埼玉県 

国 

４ 資料編 

１）計画の関連図 

 本計画は、 認知症基本法第 13 条に基づく 「 市町村認知症施策推進計画」 と し

て策定する計画です。  

 本町では、 国の施策に基づき 、 高齢者福祉計画・ 三芳町介護保険事業計画の重

点的な取組の 1 つに「 認知症施策」 を 掲げ、 認知症施策を総合的かつ計画的に推

進し てき まし た。 本計画は、 国の大綱と 法の主旨にも 基づき 、 第 9 期介護保険事

業計画と 調和のと れた計画と し ます。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

認知症施策推進基本計画（令和７～１１年度） 

埼玉県 

認知症施策推進計画 

埼玉県高齢者支援計画 

（令和６～８年度） 

三芳町高齢者福祉計画 

第９期介護保険事業計画 

（令和６～８年度） 

整 

合 

整 

合 

三芳町認知症施策 

推進計画 

（令和７～１１年度） 

三芳町地域福祉計画 

三芳町第６次総合計画 

整合 

調和 

第８次埼玉県地域保健医療計画 

（令和６～８年度） 

三芳町障がい者福祉計画 

三芳町障がい福祉計画 

三芳町障がい児福祉計画 

関係計画 等 
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２）三芳町の概況 

（１）総人口と高齢者人口の推計（第 9 期介護保険事業計画より） 

65 歳以上の高齢者人口は令和 8 年までは増減を 繰り 返し ていますが、 令和 8 年

以降は令和 17 年まで減少し 、 団塊ジュ ニア世代が 65 歳以上を迎える令和 22

年には再度増加に転じ ると 推計し ています。 高齢化率についても 令和 17 年ま

では 28％台を 推移し ていますが、 令和 22 年には 31％を 超えると 推計し ていま

す。  

生産年齢人口は令和 8 年まで増加し 続けますが、 それ以降は減少するこ と が見

込まれており 、 年少人口は令和 22 年まで一貫し て減少し 続けるこ と が見込ま

れています。  

 

■人口推計 

単位：人(人数)、%(割合) 

 令和５年 令和６年 令和７年 令和８年 令和 12 年 令和 17 年 令和 22 年 

人
数 

合計 37,509 37,474 37,560 37,464 37,188 36,360 35,688 

65 歳以上 10,773 10,674 10,746 10,619 10,544 10,536 11,227 

15-64 歳 22,477 22,587 22,664 22,754 22,681 21,967 20,842 

０-14 歳 4,259 4,213 4,150 4,091 3,963 3,857 3,619 

割
合 

65 歳以上 28.7 28.5 28.6 28.3 28.4 29.0 31.5 

15-64 歳 59.9 60.3 60.3 60.7 61.0 60.4 58.4 

０-14 歳 11.4 11.2 11.0 10.9 10.7 10.6 10.1 

資料：住民基本台帳に基づく推計(各年 10 月１日) 
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（２）認知症および軽度認知障害（MCI）※患者数の推計（独自推計） 

認知症患者数、 MCI 患者数と も に令和 22 年にかけて増加傾向にあり ます。  

令和 12 年以降は、 高齢者の約 30％が何ら かの認知症状を有し ながら 生活を し

ている状況になると 推測さ れます。  

※軽度認知障害（ MCI ） と は、 認知症の前段階にあたる状態。 認知機能の低下や記憶力の低下などがみら

れるが、 日常生活には大きな支障をき たし ていない状態を言います。  

 

 

 

 

 認知症患者数の推計値 MCI 患者数の推計値 

令和 7年 1,386 人（12.9％） 1,655 人（15.4％） 

令和 12 年 1,497 人（14.2％） 1,687 人（16.0％） 

令和 17 年 1,580 人（15.0％） 1,696 人（16.1％） 

令和 22 年 1,673 人（14.9％） 1,751 人（15.6％） 

※（）内の数値は 65 歳以上の人口に占める割合 

参考：九州大学大学院医学研究院 衛生・公衆衛生分野 二宮利治教授「認知症及び軽度認知障害の有病

率調査並びに将来推計に関する研究」 

算出方法：「認知症及び軽度認知障害の有病率並びに将来推計に関する研究」において示された、わが国

における認知症および MCI の患者数と有病率の将来推計から、三芳町における認知症患者数及

び MCI 患者数を推計 
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３）評価指標と目標値に関する出典・現状値等 

本計画の評価指標と する目標値の出典、 現状値の算出については次のと おり で

す。  

 

《 活動指標（ アウト プッ ト 指標）》  

項目 出所 現状値の算出 

通いの場等へ参加している高齢者

数 

三芳町健康増進課資料 

介護予防・日常生活支援総合事業等（地

域支援事業）の実施状況調査における

通いの場参加者数 

認知症の人同士による「本人ミー

ティング」の実施回数 
本人ミーティング実施回数 

高齢者の総合相談件数 
地域包括支援センターにおける総合相

談件数 

認知症サポーター養成講座の実施

回数・養成人数 

認知症サポーター養成講座開催数・養

成人数 

認知症カフェの実施回数・参加人

数 

町の委託事業とチームオレンジメンバ

ーの実施する認知症カフェの実施回

数・参加人数 

 

《成果指標（アウトカム指標）》 

項目 出所 現状値の算出 

自分が幸せだと思う人の割合 

三芳町意識調査報告書

（令和５年１月実施・三

芳町政策推進室） 

問 11 あなたは現在どの程度幸せかに

ついての選択肢で 6 点以上の合計の割

合 

健康づくりや趣味等のグループ活

動を行って、いきいきとした地域

づくり活動に参加したい人の割合 
介護予防・日常生活圏域

ニーズ調査（令和５年１

月実施・三芳町健康増進

課） 

問５（２）地域住民の有志によって、健

康づくり活動や趣味等のグループ活動

を行って、いきいきした地域づくりを

進めるとしたら、その活動に参加して

みたいと思うかについての選択肢で

「是非参加したい」、「参加してもよ

い」、「既に参加している」の合計の割

合 

生きがいがある人の割合 
問４（18）生きがいはありますかについ

ての選択肢「生きがいあり」の割合 

認知症に関する相談窓口を知って

いる人の割合 

問８（２）認知症に関する相談窓口を知

っているかについての選択肢「はい」の

割合 

チームオレンジメンバー登録人数 三芳町健康増進課資料 チームオレンジメンバー登録人数 

町内の人が困っていたら手助けを

する割合 

三芳町意識調査報告書

（令和５年１月実施・三

芳町政策推進室） 

問 12Ａ 町内の人が困っていたら手助

けをするかについての全体の回答のう

ち「そう思う」、「ある程度そう思う」

の合計の割合 
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４）三芳町の取組と認知症基本法における基本的施策との関係 

三芳町における取組及び三芳町認知症施策推進計画における基本施策と 認知症

基本法における基本的施策の関係は以下のと おり です。  

 

町の取組 三芳町認知症推進計画 

における基本施策 

認知症基本法における

基本的施策 

①認知症サポーター養成講座 

②認知症ケアパス 

③認知症簡易チェックサイト（認知症

初期スクリーニングシステム） 

④認知症の普及啓発イベント 

認知症の人が趣味や旅

行など好きなことを続

けられるまち 

認知症の人に関する国

民の理解の増進等 

誰もが認知症について

気軽に話せるまち 

⑤若年性認知症等の本人の「本人ミー

ティング」 

⑥認知症希望大使（埼玉県オレンジ大

使） 

⑦チームオレンジコーディネーター 

認知症の人が地域で活

躍できるまち 

認知症の人の生活にお

けるバリアフリー化の

増進 

⑧認知症フレンドリー企業登録制度 

⑨企業型認知症サポーター養成講座 

⑨企業への個別相談会 

認知症の人や家族が受

けられる支援の輪が広

がっていくまち 

⑦チームオレンジ 

⑦チームオレンジコーディネーター 

認知症の人が趣味や旅

行など好きなことを続

けられるまち 

認知症の人の社会参加

の機会の確保等 

⑦チームオレンジコーディネーター 

⑩認知症通所介護事業所における社

会参加支援 

認知症の人が地域で活

躍できるまち 

①認知症サポーター養成講座 

①認知症サポーターステップアップ

講座 

⑦チームオレンジ 

⑦チームオレンジコーディネーター 

⑪ささえあい・みよし（生活支援体制

整備事業） 

⑫認知症カフェ 

認知症の人や家族が受

けられる支援の輪が広

がっていくまち 

⑬権利擁護（成年後見制度・消費生活

相談等） 

認知症の人や家族が受

けられる支援の輪が広

がっていくまち 

認知症の人の意思決定

の支援及び権利利益の

保護 
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町の取組 三芳町認知症推進計画 

における基本施策 

認知症基本法における

基本的施策 

⑭認知症初期集中支援チーム 

 

 

誰もが認知症について

気軽に話せるまち 

保健医療サービス及び

福祉サービスの提供体

制の整備等 

⑮介護保険サービス 認知症の人や家族が受

けられる支援の輪が広

がっていくまち 

⑯高齢者の総合相談 

⑭認知症初期集中支援チーム 

⑰認知症ケア相談 

⑱はじめての認知症介護教室・介護教 

室・介護者交流会 

⑲地域包括ケア連絡会 

⑮介護保険サービス 

誰もが認知症について

気軽に話せるまち 

相談体制の整備等 

⑳認知症地域支援推進員 

㉑認知症多職種協働研修 

認知症の人や家族が受

けられる支援の輪が広

がっていくまち 

研究等の推進等 

㉒介護予防に関する教室や講座 

㉒高齢者の保健予防と介護予防の一

体的な実施 

認知症の人が趣味や旅

行など好きなことを続

けられるまち 

認知症の予防等 

 

①認知症サポーター養成講座・ステップアップ講座 

認知症サポータ ーと は、「 認知症に対する正し い知識と 理解を 持ち、地域で認

知症の人やその家族に対し てでき る範囲で手助けする人」 のこ と です。  

認知症サポータ ー養成講座は、「 認知症サポート センタ ー」 での定期開催及び

出張開催も 実施し ています。  

また、 認知症サポータ ーが認知症への理解を 深め、 地域でのボラ ンティ ア活

動等を 行う ために必要な知識や地域で行われている 活動を 知る ための講座と

し て、 認知症サポータ ーステッ プアッ プ講座を開催し ています。  

 

②認知症ケアパス 

認知症ケアパスと は、 認知症の人やその家族が「 いつ」「 どこ で」「 どのよう

な」 医療や介護サービスが受けら れるのか、 認知症の様態に応じ たサービス提

供の流れをまと めたも のです。  

三芳町では、 誰も が手に取り やすいよう に情報を コ ンパク ト にまと めた「 知

っ てあんし ん認知症ガイ ド ブッ ク 」 を 作成し 、 配布を 行っ ています。  
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③認知症簡易チェックサイト（認知症初期スクリーニングシステム） 

認知症は早期発見、 早期治療を行う こ と で進行が緩やかになるこ と も あり ま

す。 早期に認知症の疑いに気づく ための支援と し て、 町公式ホームページにて

認知症簡易チェ ッ ク サイ ト を公開し ています。  

 

④認知症の普及啓発イベント 

認知症に関する正し い知識の普及啓発のため、 認知症の人や介護者、 関係者

等による講話等を 行っ ています。  

 

⑤若年性認知症等の本人の「本人ミーティング」 

本人ミ ーティ ングと は、 認知症の本人が集い、 本人同士が主になっ て自ら の

体験や希望、 必要と し ているこ と を 語り 合い、 自分たちのこ れから のより よい

暮ら し や暮ら し やすい地域のあり 方などを 一緒に語り 合う 場のこ と です。  

三芳町では、 認知症カ フ ェ に参加し ている認知症の人から 認知症地域支援推

進員などが意見を聞き 、 認知症地域支援推進員や地域包括支援センタ ー、 介護

事業所等の関係者での共有を行っ ています。  

 

⑥認知症希望大使（埼玉県オレンジ大使） 

認知症希望大使と は、 認知症の人本人から の発信の機会を増やすこ と により 、

認知症の人と と も に普及啓発を 進めていく こ と を 目的と し て、 国や県が任命を

し ています。 国では 7 人、 埼玉県では 5 人の大使が任命さ れ講演活動等を 行っ

ています。  

三芳町では、 令和 6 年度に町内在住の若年性認知症の人が埼玉県オレ ンジ大

使と し て任命さ れまし た。  

 

⑦チームオレンジ・チームオレンジコーディネーター 

チームオレ ンジと は、 チームオレンジメ ンバー（ 認知症サポータ ーステッ プ

アッ プ講座を 受講し た認知症サポータ ー） が中心と なり 支援チームを 作り 、 認

知症の人やその家族の支援ニーズに合っ た具体的な支援につなげる 仕組みの

こ と です。 認知症の人も チームの一員と し て参加するこ と で、 本人が活躍でき

る場でも あり 、「 支援する人、 さ れる人」 と いう 関係ではなく 、 対等な関係と し

て地域共生社会をめざし ていき ます。  

チームオレ ンジの取組を 進めるために、 チームオレ ンジコ ーディ ネーが配置

さ れ、 認知症サポータ ーステッ プアッ プ講座の開催やチームオレ ンジメ ンバー

の支援等を実施し ています。  

三芳町では、 令和５ 年度末時点で 60 人がチームオレ ンジメ ンバーと し て登

録し ており 、 認知症カ フ ェ を中心と し た活動を行っ ています。  
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⑧認知症フレンドリー企業登録制度 

認知症サポータ ー養成講座等を 受講し た企業で、 認知症の人が利用し やすい

サービ スの提供や認知症の人の社会参加の機会の提供などを 行っ ている 企業

を 認証する制度です。  

 

⑨企業型認知症サポーター養成講座・企業への個別相談会 

企業を 対象と し た認知症サポータ ー養成講座と し て、 認知症の人への対応方

法や雇用継続の相談などの個別相談と セッ ト で実施し ます。  

 

⑩認知症通所介護事業所における社会参加支援 

認知症の人の社会参加の機会を 増やすためには、 介護事業所における取組も

重要であり 、 通所介護事業所の運営規定には地域住民やのラ ンティ ア団体等と

の連携を 進めるこ と も 求めら れています。  

三芳町では、 認知症通所介護事業所において認知症カ フ ェ や子ども 食堂など

の取組を 行い、 利用者である認知症の人も 活動に参加し ています。  

 

⑪ささえあい・みよし（生活支援体制整備事業） 

さ さ えあい・ みよし では、 介護保険サービスや公的支援のみでは対応でき な

い、 ちょ っ と し た日常生活の支援等（ ペッ ト の世話や庭木の手入れなど） の身

近な地域における支え合いの体制づく り を進めるために、 ラ ジオ体操などの通

いの場の立ち上げ支援や生活支援団体の立ち上げ支援を 行っ ています。  

認知症になっ ても 地域と の関係性を 途切れさ せないために、 通いの場の主催

者などへ通いの場の必要性等の普及啓発も 実施し ています。  

 

⑫認知症カフェ 

認知症カ フ ェ と は、 認知症の人やその家族、 地域住民、 介護や福祉の専門家

など、 誰でも 気軽に集える場所です。  

三芳町では、 町の委託事業と し て介護保険事業所、 医療機関で開催さ れてい

ます。 また、 住民による活動と し て、 認知症の人の家族やチームオレ ンジメ ン

バーによる認知症カ フ ェ も 開催さ れています。  

認知症カ フ ェ では、 参加者同士での交流を深めるこ と で地域での仲間づく り

ができ たり 、 町で委託し ている認知症カ フ ェ では、 専門職に悩みの相談ができ

たり 、 認知症についての知識を 学ぶこ と も でき ます。  

 

⑬権利擁護（成年後見制度・消費生活相談等） 

認知症になると 理解・ 判断能力の低下により 、 意思決定の支援が必要になる

こ と があり ます。 認知症の人を消費者被害等から 守り 、 本人の権利利益の保護

が図れるよう に、 成年後見制度の利用支援や消費生活相談等の支援を 実施し て

います。  
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⑭認知症初期集中支援チーム 

認知症初期集中支援チームと は、 認知症になっ ても でき る限り 住み慣れた地

域で暮ら せるよう に、 認知症の本人及び家族の支援のために、 医療・ 介護の専

門職がチームを 組み、 自宅を 訪問し て、 適切な医療サービスや介護サービスに

つなぐ ための短期間集中的（ おおむね 6 か月） な支援を 行う 取組です。  

三芳町では、 地域包括支援センタ ーと 健康増進課がチームを 組み支援を 行っ

ています。  

 

⑮介護保険サービス 

要支援・ 要介護認定者は介護支援専門員等が作成するケアプラ ンに基づき 、

自宅や施設で日常生活の支援やリ ハビ リ テーショ ン などのサービ スを 受ける

こ と ができ ます。  

介護保険サービ スの利用方法やどのよう なサービスが利用でき るのかなど、

こ れから 介護保険サービス利用を 検討する方などは、 地域包括支援センタ ーで

相談に乗るこ と ができ ます。  

 

⑯高齢者の総合相談 

地域包括支援センタ ーでは、 保健師、 社会福祉士、 主任介護支援専門員等の

医療や介護の専門職が連携し て高齢者の総合相談を実施し ています。  

三芳町では 2 か所の地域包括支援センタ ーにて、 自分自身の介護予防・ 認知

症予防に関する相談や介護サービ スの利用に関する相談などに応じ ています。 

 

⑰認知症ケア相談 

認知症の症状への対応はその人ごと に様々であり 、 個別の対応が必要です。

認知症の人の家族への支援と し て、 認知症サポート センタ ーでは、 認知症介護

の経験のある介護福祉士、 社会福祉士等による認知症ケア相談を 実施し ていま

す。  

 

⑱はじめての認知症介護教室・介護教室・介護者交流会 

認知症の人の家族や介護者が介護を 続けていく にあたり 、「 どまどい・ 否定」、

「 混乱・ 怒り ・ 拒絶」、「 割り 切り または、 あき ら め」、「 受容」 の 4 つの心理的

ステッ プをたどると 言われています。  

特に、 認知症と 診断さ れて間も ない家族にと っ ては、 本人の言動の変化に対

すると まどいや認知症の症状に対する混乱など、 様々な不安を 抱えている場合

があり ます。  

はじ めての認知症介護教室では、 同じ 悩みや不安を 抱える家族や介護者に対

し て認知症の症状や進行、 利用でき るサービスなどの知識や家族・ 介護者同士

の交流の機会を 持つこ と で認知症介護の初期に感じ る 不安など を 軽減でき る

よう に取り 組みます。  
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また、 認知症の段階や家族の受容状況に関わら ず、 介護の基本的な知識や家

族・ 介護者の仲間づく り の機会と し て、 介護教室や介護者交流会を実施し てい

ます。  

 

⑲地域包括ケア連絡会 

認知症の人がより 良いケアを 受けるためには、 家族・ 介護者だけが介護を 行

う のではなく 、 介護サービスや地域の助け合いなどの活用や休息の必要性の理

解を 広めていく 必要があり ます。  

埼玉県ではケアラ ー※支援条例を 定め、 埼玉県ケアラ ー支援計画において、

「 全てのケアラ ーが個人と し て尊重さ れ、 健康で文化的な生活を 営むこ と がで

き る社会の実現」 を 基本理念と し ています。  

三芳町においては、 令和 2 年より ケアラ ーケア連絡会を 実施し 、 ケアラ ーか

ら の意見を踏まえて、「 知っ てあんし ん認知症ガイ ド ブッ ク 」 の作成や「 認知症

サポート センタ ー」 の開設を 行っ てき まし た。 今後は、 チームオレンジなど新

たな取組も 開始さ れたこ と から 、 こ れまで実施し てき たケアラ ーケア連絡会を

再構築し 、 ケアラ ーの意見を より 多く の関係者が取り 入れる機会を持つこ と で、

ケアラ ーと 認知症の人がより 良い生活を 送れるよ う に支援を 進めていき ます。 

※ケアラ ーと は、 高齢、 身体上又は精神上の障害又は疾病等により 援助を必要と する親族、 友人その他の

身近な人に対し て、 無償で介護、 看護、 日常生活上の世話その他の援助を提供する者を 言います。（ 埼

玉県ケアラ ー支援条例より ）  

 

⑳認知症地域支援推進員 

認知症地域支援推進員は、 認知症の人やその家族が、 住み慣れた地域で安心

し て暮ら し 続けら れるよう 、 行政・ 医療機関・ 介護事業所などの関係機関を つ

なぎ、 住民の日常生活を支援する専門職です。  

三芳町では、 認知症サポート センタ ー、 地域包括支援センタ ー、 健康増進課

に配置さ れており 、「 認知症多職種協働研修」 や「 認知症ケア相談」、「 認知症カ

フ ェ の開催支援」 などを行っ ています。  

 

㉑認知症多職種協働研修 

医療・ 介護従事者による認知症ケアの質の向上を 目指し て、 相互の専門性を

理解し ながら 、 生活面における課題や医療面における課題を共有し 、 共通の目

標を 持っ て支援を 行う ために必要な知識等の普及啓発のための研修会を 認知

症サポート センタ ーにて実施し ています。  

 

㉒介護予防に関する教室や講座・高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施 

認知症の発症を 予防するための方法は確立さ れていませんが、「 発症を 遅ら

せる」、「 進行を 緩やかにする」 方法については、 様々な知見が集積さ れてき て

おり 、 WHOによるガイ ド ラ イ ンでは認知機能低下及び認知症のリ スク 低減に向
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け、「 身体活動」 や「 栄養」、「 社会活動」、「 生活習慣病」、「 う つ」、「 難聴」 など

12 の項目について介入するこ と が推奨さ れています。（ 令和 4 年 3 月 国立長

寿医療研究センタ ー「 市町村における認知症予防の取組推進の手引き 」）  

三芳町では、 身体活動や栄養、 社会参加活動等への対策と し て、 フ レイ ル予

防に関する事業を実施する他に、 特定健診や後期高齢者の健康診査等の健診デ

ータ を基にし た生活習慣病予防等の事業を 実施し ています。  
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５）チームオレンジメンバーとの話し合いの経過 

計画の策定に先立っ て、チームオレ ンジメ ンバーと の話し 合いを行い、その経過

を まと めまし た。  

 

  

  

 

 

  

【第 1回：8月 23 日 参加人数：23 人】 

チームオレンジメンバーの集いを開始

しました。 

はじめてのワークショップでしたが、

多くのメンバーが集まり、これからのチ

ームオレンジの活動やみんなの気持ちな

ど、みんなで楽しく話し合いました。 

【第 2回：9月 13 日 参加人数：19 人】 

第 2回の集いでは「認知症の人が○○で

きる三芳町は健康的な町だ」をテーマに 5

つのグループに分かれて話し合いました。 

「好きなところに出かけたいね」、「趣味

は続けたいな」、「地域の人と交流を続けた

い」など様々な意見が出てきました。 
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【第 3回：10 月 11 日 参加人数：17 人】 

各グループで考えた「認知症の人が○

○できる健康的な三芳町」を全員で共有

しました。 

各グループの発表に対して、「認知症

を理解することは大切だね」、「地域の人

と交流を続けるためには何が必要なん

だろう」など、みんなで話し合いました。 

【第 4回：10月 31 日 参加人数：18 人】 

各グループで考えた「認知症の人が○

○できる健康的な三芳町」を実現するた

めに、地域にどのような環境が必要かな

どを各グループで話し合いました。 

理想とする町に必要なことを、なるべ

く具体的にするためにみんなで一生懸

命考えました。 
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【第 5回：11月 15 日 参加人数：16 人】 

話し合いが少しずつ難しくなってき

たので、これまでの話し合いや今後の進

め方を整理するために、振り返りのため

の講義などを行いました。 

「なんのために」、「誰と」、「どこで」

など、具体的に考えるためのヒントが出

てきました。 

【第 6回：12月 6 日 参加人数：14 人】 

前回の講義を受けて、理想とする三

芳町を実現するための取組や活動を具

体化できるように、各グループで話し

合いました。 

「チームオレンジメンバーとしてで

きることはなんだろう」、「認知症の人

が安心して外出や買い物ができるため

には何が必要なんだろう」など、みんな

で意見を出し合いながら形にしていき

ました。 
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【第 7回：12月 25 日 参加人数：24 人】 

クリスマスの日に開催した集いにも

多くの人が参加しました。 

各グループで話し合った内容を一つ

の形にするために、まとめ方を整理する

ための講義を行いました。 

完成に向けてもう一息。みんなで話し

合いを進めていきました。 

【第 8回：1月 17 日 参加人数：14 人】 

最後の集いに向けて、各グループで話

し合ってきた内容を再確認して、まとめ

るための話し合いを行いました。 

最初の話し合いでは「好きなことを続

けたいね」、「いままで通りの生活ができ

たらいいね」という表現だったものが、

「○○へ行きたい」、「趣味のサロンを続

けたい」などの具体的な意見に変わり、

地域で活動するチームオレンジメンバー

（認知症サポーター）を増やす、などの

具体的な取組も出てきました。 
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【第 9回：3月 6日 参加人数：12 人】 

これまでの約半年間（8回）の話し合

いを重ねて完成した、5つのグループの

「理想とする三芳町の姿」と「そのため

に必要な取組」を発表しました。 

参加したメンバーからは、「話し合い

は難しかったけど、メンバーで話し合

うことができてよかった」、「自分たち

で何ができるか今後も考えたい」など

の前向きな意見がたくさん聞かれまし

た。 
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６）関係法規等 

（１）共生社会の実現を推進するための認知症基本法（令和５年法律第 65 号） 

 

令和五年法律第六十五号 

共生社会の実現を 推進するための認知症基本法 

目次 

第一章 総則（ 第一条―第十条）  

第二章 認知症施策推進基本計画等（ 第十一条―第十三条）  

第三章 基本的施策（ 第十四条―第二十五条）  

第四章 認知症施策推進本部（ 第二十六条―第三十七条）  

附則 

第一章 総則 

（ 目的）  

第一条 こ の法律は、 我が国における急速な高齢化の進展に伴い認知症である者（ 以下「

認知症の人」 と いう 。） が増加し ている 現状等に鑑み、 認知症の人が尊厳を保持し つつ

希望を持っ て暮ら すこ と ができ るよう 、 認知症に関する施策（ 以下「 認知症施策」 と い

う 。） に関し 、 基本理念を 定め、 国、 地方公共団体等の責務を明ら かにし 、 及び認知症

施策の推進に関する計画の策定について定めると と も に、 認知症施策の基本と なる事項

を 定めるこ と 等により 、 認知症施策を 総合的かつ計画的に推進し 、 も っ て認知症の人を

含めた国民一人一人がその個性と 能力を 十分に発揮し 、 相互に人格と 個性を 尊重し つつ

支え合いながら 共生する活力ある社会（ 以下「 共生社会」 と いう 。） の実現を 推進する

こ と を目的と する。  

（ 定義）  

第二条 こ の法律において「 認知症」 と は、 アルツハイ マー病その他の神経変性疾患、 脳

血管疾患その他の疾患により 日常生活に支障が生じ る程度にまで認知機能が低下し た状

態と し て政令で定める状態を いう 。  

（ 基本理念）  

第三条 認知症施策は、 認知症の人が尊厳を保持し つつ希望を 持っ て暮ら すこ と ができ る

よう 、 次に掲げる事項を 基本理念と し て行われなければなら ない。  

一 全ての認知症の人が、 基本的人権を 享有する個人と し て、 自ら の意思によっ て日常

生活及び社会生活を営むこ と ができ るよう にするこ と 。  

二 国民が、 共生社会の実現を推進するために必要な認知症に関する正し い知識及び認

知症の人に関する 正し い理解を 深めるこ と ができ るよう にするこ と 。  

三 認知症の人にと っ て日常生活又は社会生活を営む上で障壁と なるも のを 除去するこ

と により 、 全ての認知症の人が、 社会の対等な構成員と し て、 地域において安全にか

つ安心し て自立し た日常生活を 営むこ と ができ るよう にすると と も に、 自己に直接関

係する事項に関し て意見を 表明する機会及び社会のあら ゆる分野における活動に参画
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する機会の確保を 通じ てその個性と 能力を 十分に発揮する こ と ができ る よう にする こ

と 。  

四 認知症の人の意向を十分に尊重し つつ、 良質かつ適切な保健医療サービス及び福祉

サービスが切れ目なく 提供さ れるこ と 。  

五 認知症の人に対する支援のみなら ず、 その家族その他認知症の人と 日常生活におい

て密接な関係を有する者（ 以下「 家族等」 と いう 。） に対する支援が適切に行われる

こ と により 、 認知症の人及び家族等が地域において安心し て日常生活を 営むこ と がで

き るよう にするこ と 。  

六 認知症に関する専門的、 学際的又は総合的な研究その他の共生社会の実現に資する

研究等を 推進する と と も に、 認知症及び軽度の認知機能の障害に係る予防、 診断及び

治療並びにリ ハビ リ テーショ ン及び介護方法、 認知症の人が尊厳を 保持し つつ希望を

持っ て暮ら すための社会参加の在り 方及び認知症の人が他の人々と 支え合いながら 共

生するこ と ができ る社会環境の整備その他の事項に関する 科学的知見に基づく 研究等

の成果を 広く 国民が享受でき る環境を 整備するこ と 。  

七 教育、 地域づく り 、 雇用、 保健、 医療、 福祉その他の各関連分野における総合的な

取組と し て行われるこ と 。  

（ 国の責務）  

第四条 国は、 前条の基本理念にのっ と り 、 認知症施策を 総合的かつ計画的に策定し 、 及

び実施する責務を 有する。  

（ 地方公共団体の責務）  

第五条 地方公共団体は、 第三条の基本理念にのっ と り 、 国と の適切な役割分担を 踏まえ

て、 その地方公共団体の地域の状況に応じ た認知症施策を 総合的かつ計画的に策定し 、

及び実施する 責務を有する。  

（ 保健医療サービス又は福祉サービスを 提供する者の責務）  

第六条 保健医療サービス又は福祉サービスを 提供する者は、 国及び地方公共団体が実施

する認知症施策に協力すると と も に、 良質かつ適切な保健医療サービス又は福祉サービ

スを 提供する よう 努めなければなら ない。  

（ 日常生活及び社会生活を 営む基盤と なるサービスを 提供する事業者の責務）  

第七条 公共交通事業者等（ 高齢者、 障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律（ 平

成十八年法律第九十一号） 第二条第五号の公共交通事業者等を いう 。）、 金融機関、 小売

業者その他の日常生活及び社会生活を 営む基盤と なる サービスを提供する事業者（ 前条

に規定する者を除く 。 第二十三条において同じ 。） は、 国及び地方公共団体が実施する

認知症施策に協力すると と も に、 そのサービスを提供するに当たっ ては、 その事業の遂

行に支障のない範囲内において、 認知症の人に対し 必要かつ合理的な配慮を するよう 努

めなければなら ない。  

（ 国民の責務）  

第八条 国民は、 共生社会の実現を 推進するために必要な認知症に関する正し い知識及び

認知症の人に関する正し い理解を 深めると と も に、 共生社会の実現に寄与するよう 努め

なければなら ない。  
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（ 認知症の日及び認知症月間）  

第九条 国民の間に広く 認知症についての関心と 理解を深める ため、 認知症の日及び認知

症月間を 設ける。  

２  認知症の日は九月二十一日と し 、 認知症月間は同月一日から 同月三十日までと する。  

３  国及び地方公共団体は、 認知症の日においてその趣旨にふさ わし い事業を 実施するよ

う 努めるも のと すると と も に、 認知症月間においてその趣旨にふさ わし い行事が実施さ

れるよう 奨励し なければなら ない。  

（ 法制上の措置等）  

第十条 政府は、 認知症施策を実施するため必要な法制上又は財政上の措置その他の措置

を 講じ なければなら ない。  

第二章 認知症施策推進基本計画等 

（ 認知症施策推進基本計画）  

第十一条 政府は、 認知症施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、 認知症施策推進基

本計画（ 以下こ の章及び第二十七条において「 基本計画」 と いう 。） を 策定し なければ

なら ない。  

２  基本計画に定める施策については、 原則と し て、 当該施策の具体的な目標及びその達

成の時期を定めるも のと する。  

３  内閣総理大臣は、 基本計画の案につき 閣議の決定を求めなければなら ない。  

４  政府は、 基本計画を策定し たと き は、 遅滞なく 、 こ れを 国会に報告すると と も に、 イ

ンタ ーネッ ト の利用その他適切な方法により 公表し なければなら ない。  

５  政府は、 適時に、 第二項の規定により 定める目標の達成状況を 調査し 、 その結果を イ

ンタ ーネッ ト の利用その他適切な方法により 公表し なければなら ない。  

６  政府は、 認知症に関する状況の変化を 勘案し 、 及び認知症施策の効果に関する評価を

踏まえ、 少なく と も 五年ごと に、 基本計画に検討を 加え、 必要があると 認めると き には

、 こ れを 変更し なければなら ない。  

７  第三項及び第四項の規定は、 基本計画の変更について準用する。  

（ 都道府県認知症施策推進計画）  

第十二条 都道府県は、 基本計画を 基本と すると と も に、 当該都道府県の実情に即し た都

道府県認知症施策推進計画（ 以下こ の条及び次条第一項において「 都道府県計画」 と い

う 。） を 策定するよう 努めなければなら ない。  

２  都道府県計画は、 医療法（ 昭和二十三年法律第二百五号） 第三十条の四第一項に規定

する医療計画、 社会福祉法（ 昭和二十六年法律第四十五号） 第百八条第一項に規定する

都道府県地域福祉支援計画、 老人福祉法（ 昭和三十八年法律第百三十三号） 第二十条の

九第一項に規定する都道府県老人福祉計画、 介護保険法（ 平成九年法律第百二十三号）

第百十八条第一項に規定する都道府県介護保険事業支援計画その他の法令の規定による

計画であっ て認知症施策に関連する事項を 定めるも のと 調和が保たれたも のでなければ

なら ない。  

３  都道府県は、 都道府県計画の案を 作成し よう と すると き は、 あら かじ め、 認知症の人

及び家族等の意見を聴く よう 努めなければなら ない。  
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４  都道府県は、 都道府県計画を 策定し たと き は、 遅滞なく 、 こ れをイ ンタ ーネッ ト の利

用その他適切な方法により 公表するよう 努めなければなら ない。  

５  都道府県は、 適時に、 都道府県計画に基づいて実施する施策の実施状況の評価を行い

、 その結果を イ ンタ ーネッ ト の利用その他適切な方法により 公表するよう 努めなければ

なら ない。  

６  都道府県は、 当該都道府県における認知症に関する状況の変化を勘案し 、 及び当該都

道府県における認知症施策の効果に関する評価を踏まえ、 少なく と も 五年ごと に、 都道

府県計画に検討を 加え、 必要があると 認めると き には、 こ れを 変更するよう 努めなけれ

ばなら ない。  

７  第三項の規定は第五項の評価の結果の取り まと めを行おう と する場合について、 第三

項及び第四項の規定は都道府県計画の変更について、 それぞれ準用する。  

（ 市町村認知症施策推進計画）  

第十三条 市町村（ 特別区を 含む。 以下こ の項において同じ 。） は、 基本計画（ 都道府県

計画が策定さ れていると き は、 基本計画及び都道府県計画） を 基本と すると と も に、 当

該市町村の実情に即し た市町村認知症施策推進計画（ 次項及び第三項において「 市町村

計画」 と いう 。） を策定するよう 努めなければなら ない。  

２  市町村計画は、 社会福祉法第百七条第一項に規定する市町村地域福祉計画、 老人福祉

法第二十条の八第一項に規定する市町村老人福祉計画、 介護保険法第百十七条第一項に

規定する市町村介護保険事業計画その他の法令の規定による計画であっ て認知症施策に

関連する事項を定めるも のと 調和が保たれたも のでなければなら ない。  

３  前条第三項から 第七項までの規定は、 市町村計画について準用する。  

第三章 基本的施策 

（ 認知症の人に関する国民の理解の増進等）  

第十四条 国及び地方公共団体は、 国民が、 共生社会の実現を 推進するために必要な認知

症に関する正し い知識及び認知症の人に関する正し い理解を深める こ と ができ るよう 、

学校教育及び社会教育における認知症に関する教育の推進、 認知症の人に関する正し い

理解を深める ための運動の展開その他の必要な施策を 講ずるも のと する。  

（ 認知症の人の生活におけるバリ アフ リ ー化の推進）  

第十五条 国及び地方公共団体は、 認知症の人が自立し て、 かつ、 安心し て他の人々と 共

に暮ら すこ と のでき る安全な地域づく り の推進を図る ため、 移動のための交通手段の確

保、 交通の安全の確保、 地域において認知症の人を 見守るための体制の整備その他の必

要な施策を講ずるも のと する。  

２  国及び地方公共団体は、 認知症の人が自立し た日常生活及び社会生活を 営むこ と がで

き るよう 、 国、 地方公共団体、 事業者及び民間団体等の密接な連携の下に、 認知症の人

にと っ て利用し やすい製品及びサービスの開発及び普及の促進、 事業者が認知症の人に

適切に対応するために必要な指針の策定、 民間における自主的な取組の促進その他の必

要な施策を講ずるも のと する。  
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（ 認知症の人の社会参加の機会の確保等）  

第十六条 国及び地方公共団体は、 認知症の人が生き がいや希望を 持っ て暮ら すこ と がで

き るよう 、 認知症の人が自ら の認知症に係る経験等を 共有するこ と ができ る機会の確保

、 認知症の人の社会参加の機会の確保その他の必要な施策を講ずる も のと する。  

２  国及び地方公共団体は、 若年性認知症の人（ 六十五歳未満で認知症と なっ た者をいう

。 以下こ の項において同じ 。） その他の認知症の人の意欲及び能力に応じ た雇用の継続

、 円滑な就職等に資するよう 、 事業主に対する若年性認知症の人その他の認知症の人の

就労に関する 啓発及び知識の普及その他の必要な施策を講ずるも のと する。  

（ 認知症の人の意思決定の支援及び権利利益の保護）  

第十七条 国及び地方公共団体は、 認知症の人の意思決定の適切な支援及び権利利益の保

護を 図るため、 認知症の人の意思決定の適切な支援に関する指針の策定、 認知症の人に

対する分かり やすい形での情報提供の促進、 消費生活における被害を防止するための啓

発その他の必要な施策を 講ずるも のと する。  

（ 保健医療サービス及び福祉サービスの提供体制の整備等）  

第十八条 国及び地方公共団体は、 認知症の人がその居住する 地域にかかわら ず等し く そ

の状況に応じ た適切な医療を 受けるこ と ができ るよう 、 認知症に係る専門的な医療又は

認知症の人の心身の状況に応じ た良質かつ適切な認知症の人に対する医療の提供等を行

う 医療機関の整備その他の医療提供体制の整備を図る ために必要な施策を講ずるも のと

する。  

２  国及び地方公共団体は、 認知症の人に対し 良質かつ適切な保健医療サービス及び福祉

サービスを適時にかつ切れ目なく 提供するため、 地域における医療及び介護の総合的な

確保の促進に関する法律（ 平成元年法律第六十四号） 第二条第一項に規定する地域包括

ケアシステムを構築するこ と を通じ 、 保健及び医療並びに福祉の相互の有機的な連携の

確保その他の必要な施策を 講ずるも のと する。  

３  国及び地方公共団体は、 個々の認知症の人の状況に応じ た良質かつ適切な保健医療サ

ービス及び福祉サービスが提供さ れるよう 、 認知症の人の保健、 医療又は福祉に関する

専門的知識及び技術を 有する人材の確保、 養成及び資質の向上その他の必要な施策を講

ずるも のと する。  

（ 相談体制の整備等）  

第十九条 国及び地方公共団体は、 関係機関及び民間団体相互の有機的連携の下に、 認知

症の人又は家族等から の各種の相談に対し 、 個々の認知症の人の状況又は家族等の状況

にそれぞれ配慮し つつ総合的に応ずるこ と ができ るよ う にするため必要な体制の整備を

図るも のと する。  

２  国及び地方公共団体は、 認知症の人又は家族等が孤立するこ と のないよう 、 認知症の

人又は家族等が互いに支え合う ために交流する活動に対する支援、 関係機関の紹介その

他の必要な情報の提供及び助言その他の必要な施策を 講ずるも のと する。  

（ 研究等の推進等）  

第二十条 国及び地方公共団体は、 認知症の本態解明、 認知症及び軽度の認知機能の障害

に係る予防、 診断及び治療並びにリ ハビリ テーショ ン 及び介護方法その他の事項につい
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ての基礎研究及び臨床研究の推進並びにその成果の普及のために必要な施策を 講ずるも

のと する。  

２  国及び地方公共団体は、 認知症の人が尊厳を 保持し つつ希望を 持っ て暮ら すための社

会参加の在り 方、 認知症の人が他の人々と 支え合いながら 共生する こ と ができ る社会環

境の整備その他の事項についての調査研究及び検証並びにその成果の活用のために必要

な施策を 講ずるも のと する。  

３  国は、 共生社会の実現に資する研究等の基盤を 構築するため、 官民の連携を図ると と

も に、 全国的な規模の追跡調査の実施の推進、 治験の迅速かつ容易な実施のための環境

の整備、 当該研究等への認知症の人及び家族等の参加の促進、 当該研究等の成果の実用

化のための環境の整備、 当該研究等に係る情報の蓄積、 管理及び活用のための基盤の整

備その他の必要な施策を 講ずるも のと する。  

（ 認知症の予防等）  

第二十一条 国及び地方公共団体は、 希望する者が科学的知見に基づく 適切な認知症及び

軽度の認知機能の障害の予防に取り 組むこ と ができ る よう 、 予防に関する啓発及び知識

の普及並びに地域における活動の推進、 予防に係る情報の収集その他の必要な施策を講

ずるも のと する。  

２  国及び地方公共団体は、 認知症及び軽度の認知機能の障害の早期発見、 早期診断及び

早期対応を推進するため、 介護保険法第百十五条の四十六第一項に規定する地域包括支

援センタ ー、 医療機関、 民間団体等の間における連携協力体制の整備、 認知症及び軽度

の認知機能の障害に関する情報の提供その他の必要な施策を講ずる も のと する。  

（ 認知症施策の策定に必要な調査の実施）  

第二十二条 国は、 認知症施策を 適正に策定し 、 実施し 、 及び評価するため、 必要な調査

の実施及び当該調査に必要な体制の整備を 図るも のと する。  

（ 多様な主体の連携）  

第二十三条 国は、 国、 地方公共団体、 保健医療サービス又は福祉サービスを 提供する者、

日常生活及び社会生活を営む基盤と なるサービスを 提供する事業者等の多様な主体が相互

に連携し て認知症施策に取り 組むこ と ができ るよう 必要な施策を講ずるも のと する 。  

（ 地方公共団体に対する支援）  

第二十四条 国は、 地方公共団体が実施する認知症施策を 支援するため、 情報の提供その

他必要な施策を講ずるも のと する。  

（ 国際協力）  

第二十五条 国は、 認知症施策を 国際的協調の下に推進するため、 外国政府、 国際機関又

は関係団体等と の情報の交換その他必要な施策を講ずるも のと する 。  

第四章 認知症施策推進本部 

（ 設置）  

第二十六条 認知症施策を 総合的かつ計画的に推進するため、 内閣に、 認知症施策推進本

部（ 以下「 本部」 と いう 。） を 置く 。  
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（ 所掌事務）  

第二十七条 本部は、 次に掲げる事務をつかさ どる。  

一 基本計画の案の作成及び実施の推進に関するこ と 。  

二 関係行政機関が基本計画に基づいて実施する施策の総合調整及び実施状況の評価に

関するこ と 。  

三 前二号に掲げるも ののほか、 認知症施策で重要なも のの企画及び立案並びに総合調

整に関するこ と 。  

２  本部は、 次に掲げる場合には、 あら かじ め、 認知症施策推進関係者会議の意見を聴か

なければなら ない。  

一 基本計画の案を作成し よう と すると き 。  

二 前項第二号の評価について、 その結果の取り まと めを 行おう と すると き 。  

３  前項（ 第一号に係る部分に限る。） の規定は、 基本計画の変更の案の作成について準

用する。  

（ 組織）  

第二十八条 本部は、 認知症施策推進本部長、 認知症施策推進副本部長及び認知症施策推

進本部員をも っ て組織する。  

（ 認知症施策推進本部長）  

第二十九条 本部の長は、 認知症施策推進本部長（ 以下「 本部長」 と いう 。） と し 、 内閣

総理大臣をも っ て充てる。  

２  本部長は、 本部の事務を 総括し 、 所部の職員を 指揮監督する。  

（ 認知症施策推進副本部長）  

第三十条 本部に、 認知症施策推進副本部長（ 次項及び次条第二項において「 副本部長」

と いう 。） を 置き 、 内閣官房長官、 健康・ 医療戦略推進法（ 平成二十六年法律第四十八

号） 第二十四条第一項に規定する健康・ 医療戦略担当大臣及び厚生労働大臣を も っ て充

てる。  

２  副本部長は、 本部長の職務を 助ける。  

（ 認知症施策推進本部員）  

第三十一条 本部に、 認知症施策推進本部員（ 次項において「 本部員」 と いう 。） を置く

。  

２  本部員は、 本部長及び副本部長以外の全ての国務大臣を も っ て充てる。  

（ 資料の提出その他の協力）  

第三十二条 本部は、 その所掌事務を 遂行するため必要がある と 認めると き は、 関係行政

機関、 地方公共団体、 独立行政法人（ 独立行政法人通則法（ 平成十一年法律第百三号）

第二条第一項に規定する独立行政法人を いう 。） 及び地方独立行政法人（ 地方独立行政

法人法（ 平成十五年法律第百十八号） 第二条第一項に規定する地方独立行政法人を いう

。） の長並びに特殊法人（ 法律により 直接に設立さ れた法人又は特別の法律によ り 特別

の設立行為を も っ て設立さ れた法人であっ て、 総務省設置法（ 平成十一年法律第九十一

号） 第四条第一項第八号の規定の適用を 受けるも のを いう 。） の代表者に対し て、 資料

の提出、 意見の表明、 説明その他必要な協力を 求める こ と ができ る 。  
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２  本部は、 その所掌事務を 遂行するために特に必要があると 認めると き は、 前項に規定

する者以外の者に対し ても 、 必要な協力を 依頼するこ と ができ る。  

（ 認知症施策推進関係者会議）  

第三十三条 本部に、 第二十七条第二項（ 同条第三項において準用する場合を 含む。） に

規定する事項を処理するため、 認知症施策推進関係者会議（ 次条において「 関係者会議

」 と いう 。） を置く 。  

第三十四条 関係者会議は、 委員二十人以内で組織する。  

２  関係者会議の委員は、 認知症の人及び家族等、 認知症の人の保健、 医療又は福祉の業

務に従事する 者その他関係者のう ちから 、 内閣総理大臣が任命する 。  

３  関係者会議の委員は、 非常勤と する。  

（ 事務）  

第三十五条 本部に関する事務は、 内閣官房において処理し 、 命を 受けて内閣官房副長官

補が掌理する 。  

（ 主任の大臣）  

第三十六条 本部に係る事項については、 内閣法（ 昭和二十二年法律第五号） にいう 主任

の大臣は、 内閣総理大臣と する。  

（ 政令への委任）  

第三十七条 こ の法律に定めるも ののほか、 本部に関し 必要な事項は、 政令で定める。  

附 則 

（ 施行期日）  

１  こ の法律は、 公布の日から 起算し て一年を 超えない範囲内において政令で定める日か

ら 施行する。  

（ 検討）  

２  本部については、 こ の法律の施行後五年を 目途と し て総合的な検討が加えら れ、 その

結果に基づいて必要な措置が講ぜら れるも のと する。  

３  前項に定める事項のほか、 国は、 こ の法律の施行後五年を 目途と し て、 こ の法律の施

行の状況について検討を 加え、 必要があると 認めると き は、 その結果に基づいて所要の

措置を講ずる も のと する。  
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